
随意契約結果一覧表 （令和５年１０月～令和６年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 ０９３－５８２－２０３０

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

令和５年度個人市民税シス
テム等改修業務

株式会社RKKCS 17,613,200 令和5年10月10日

　当該事業者は、税務関連システムのパッケージ納入事業者
であり、かつ使用ライセンスの提供元である。そのため、他
の事業者では本業務を履行できない。
　税務関連システムの改修を行うためには、本業務の目的や
内容を理解し改修個所や影響範囲を判断するための知識や
パッケージソフトに関する知識が必要となるが、当該事業者
以外にそれらの知識を有している者がいない。

自治法
施行令
第２号

非公表
（特命随意契約
で、継続性があ
る）

証明書コンビニ交付サービ
ス納税証明書追加導入業務

株式会社TKC 4,020,500 令和6年2月28日

　現在、本市は市税証明書コンビニ交付において、所得額証
明書の発行を行っているが、証明書の発行に関しては、株式
会社ＴＫＣのサービスを使用している。
 納税証明書の発行業務の追加を行うためには既存のサービス
に関する知識が必要不可欠であり、既存サービスを構築した
株式会社TKC以外に専門知識を有する事業者がいない。

自治法
施行令
第２号

非公表
（特命随意契約
で、継続性があ
る）

令和５年度税務システム改
修等業務

株式会社RKKCS 32,589,700 令和6年3月21日

　当該事業者は、税務関連システムのパッケージ納入事業者
であり、かつ使用ライセンスの提供元である。そのため、他
の事業者では本業務を履行できない。
　税務関連システムの改修を行うためには、本業務の目的や
内容を理解し改修個所や影響範囲を判断するための知識や
パッケージソフトに関する知識が必要となるが、当該事業者
以外にそれらの知識を有している者がいない。

特例
政令

第２号

非公表
（特命随意契約
で、継続性があ
る）

財政・変革局　税制課



随意契約結果一覧表 （令和５年１０月～令和６年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 ０９３－５８２－２０３０

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

財政・変革局　税制課

コンビニ交付証明書種別の
拡大（納税証明）に係るシ
ステム改修業務

株式会社RKKCS 15,400,000 令和6年3月21日

　当該事業者は、税務関連システムのパッケージ納入事業者
であり、かつ使用ライセンスの提供元である。そのため、他
の事業者では本業務を履行できない。
　税務関連システムの改修を行うためには、本業務の目的や
内容を理解し改修個所や影響範囲を判断するための知識や
パッケージソフトに関する知識が必要となるが、当該事業者
以外にそれらの知識を有している者がいない。

自治法
施行令
第２号

非公表
（特命随意契約
で、継続性があ
る）

令和５年度森林環境税対応
に係るシステム改修等業務

株式会社RKKCS 87,239,900 令和6年3月21日

　当該事業者は、税務関連システムのパッケージ納入事業者
であり、かつ使用ライセンスの提供元である。そのため、他
の事業者では本業務を履行できない。
　税務関連システムの改修を行うためには、本業務の目的や
内容を理解し改修個所や影響範囲を判断するための知識や
パッケージソフトに関する知識が必要となるが、当該事業者
以外にそれらの知識を有している者がいない。

特例
政令

第２号

非公表
（特命随意契約
で、継続性があ
る）

税務システム運用及び保守
業務

株式会社RKKCS 96,835,200 令和6年3月29日

　当該事業者は、税務関連システムのパッケージ納入事業者
であり、かつ使用ライセンスの提供元である。そのため、他
の事業者では本業務を履行できない。
　税務関連システムの改修を行うためには、本業務の目的や
内容を理解し改修個所や影響範囲を判断するための知識や
パッケージソフトに関する知識が必要となるが、当該事業者
以外にそれらの知識を有している者がいない。

特例
政令

第２号

非公表
（特命随意契約
で、継続性があ
る）



随意契約結果一覧表 （令和５年１０月～令和６年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 ０９３－５８２－２０３０

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

財政・変革局　税制課

地方税電子申告支援サービ
ス提供業務

株式会社TKC 5,583,600 令和6年3月29日

　当該事業者は、「北九州市地方税ポータルシステム(eLTAX)
に係るＡＳＰサービス提供業務」（以下「現行業務」とい
う）を受託し、本市は地方税共同機構が管理運営する地方税
ポータルシステム（ｅＬＴＡＸ）を利用するにあたり、機構
が認定した認定委託先事業者である当該事業者よりＬＧＷＡ
Ｎ－ＡＳＰ方式によるコンピュータサービスのサービス提供
を受けている。
　本業務では、令和５年４月１日より地方税共通納税システ
ムの対象税目が拡大されることに伴い、受託者より税目拡大
に対応した共通納税に係るＡＳＰサービスの提供及び運用の
支援を受けているものである。
　よって、本業務の目的や内容から判断して、当該事業者以
外に効果的で効率的な委託ができる者がいない。

自治法
施行令
第２号

非公表
（特命随意契約
で、継続性があ
る）

（注）「根拠法令※」は次のいずれかを記入しています。

　　○自治法施行令：地方自治法施行令第167条の2第1項中の該当号

　　○特例政令：地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　



随意契約結果一覧表 （令和５年１０月～令和６年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 ０９３－５８２－２０３３

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

「確定申告期に実施する無
料申告相談」の委託業務

九州北部税理士会八幡支部 2,127,528 令和5年12月25日

　税理士法により、所得税確定申告の申告相談は、税理士で
なければ行えない。また、税務署の管轄ごとに税理士の指
導、指示、監督を行う税理士会の設置が定められている。本
業務は、税理士の派遣が必要であり、業務履行先の八幡東
区・八幡西区・戸畑区の税理士を指示、監督を行う九州北部
税理士会八幡支部でなければ受託できないため。

自治法
施行令
第２号

2,224,234

（注）「根拠法令※」は次のいずれかを記入しています。

　　○自治法施行令：地方自治法施行令第167条の2第1項中の該当号

　　○特例政令：地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　

財政・変革局　課税第一課



随意契約結果一覧表 （令和５年１０月～令和６年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 ０９３－５８２－２０３５

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

令和6年度固定資産税・都
市計画税（土地・家屋）及
び固定資産税（償却資産）
納税通知書作成、封入封か
ん及び発送業務委託契約

ＴＯＰＰＡＮエッジ株式会
社　北九州営業所

17,930,000 令和5年10月16日

　当該業務の委託にあたり一般競争入札を行ったところ、落
札者がいなかったため、最低額入札者との随意契約を行っ
た。

自治法
施行令
第８号

17,980,870

（注）「根拠法令※」は次のいずれかを記入しています。

　　○自治法施行令：地方自治法施行令第167条の2第1項中の該当号

　　○特例政令：地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　

財政・変革局　固定資産税課



随意契約結果一覧表 （令和５年１０月～令和６年３月契約分）　　　　　　

契約担当課・連絡先　 　０９３－５８２－２０３１　

件 名
契 約 の 相 手 方 の
商 号 又 は 名 称

契約金額
（円）

契 約 締 結 日 随 意 契 約 と し た 具 体 的 な 理 由
根拠
法令
※

予定価格
（円）

備 考

令和６年度
　市税等コンビニ収納業務

株式会社電算システム

単価
月額基本料金
５，０００円/
種

単価
７５円/件

令和6年3月28日

　本市のコンビニ収納に係るシステムは、「北九州市市税等
収納代行業者委託提案競技審査会」（企画コンペ）（平成21
年度）において選定された、株式会社電算システムにより構
築されたものである。
　当該コンペは「コンビニ収納システムの構築」及び「コン
ビニ収納業務の委託先の選定」を目的としていたことから、
コンビニ収納に係るデータは本市と株式会社電算システムと
の間でのみ送受信を行うことができる仕様になっている。ま
た、本市のコンビニ収納に関連する各情報処理システムも、
このことを前提に構築されている。
　よって、収納データの伝送をメインとする当該業務を他の
事業者において実施することはできない。

自治法
施行令
第２号

単価
月額基本料金
５，０００円/
種

単価
７５円/件

単価契約
予定総額

51,084,000円

（注）「根拠法令※」は次のいずれかを記入しています。

　　○自治法施行令：地方自治法施行令第167条の2第1項中の該当号

　　○特例政令：地方公共団体の物品等又は特定役務の調達手続の特例を定める政令第11条第1項中の該当号

　　　　　　　　　　　

財政・変革局　収税企画課


